
北
魏
・
北
斉
か
ら
隋
へ
の
石
刻
作
製
技
術
の
伝
承

東

賢

司

—

墓
誌
蓋
の
形
式
的
変
化
を
追
う—

は
じ
め
に

隋
代
墓
誌
の
書
体
の
起
源
探
索
に
は
課
題
が
多
い
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
当
時
に
使

わ
れ
た
書
体
に
は
、
隷
書
、
楷
書
、
行
書
の
三
種
類
が
あ
り
、
墓
誌
銘
の
揮
毫
者
が
ど

の
よ
う
な
意
図
で
書
体
の
使
い
分
け
を
し
て
い
た
の
か
は
明
確
に
で
き
な
い
こ
と
が
大

き
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
楷
書
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
南
北
朝
の
書
法
の

融
合
の
結
果
、
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
書
風
が
誕
生
し
た
と
指
摘
さ
れ
る(

注

１)

。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
が
、
一
方
で
、
こ
の
当
時
の
他
の

書
体
を
見
る
と
、
北
朝
か
ら
の
書
法
伝
達
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
隋
代
の
隷
書
の
優
れ
た
作
例
は
、
河
南
省
洛
陽
で
出
土
し
て
い
る
も
の

が
多
く
、
洛
陽
に
拠
点
を
置
く
者
が
洛
陽
で
埋
葬
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た(

注
２)

。

隋
代
の
書
法
の
成
立
に
は
、
南
朝
の
影
響
が
大
き
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
南
北
朝
が
統
一
さ
れ
て
以
降
大
き
な
人
口
の
移
動
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
有
し

て
い
た
書
法
技
術
が
西
安
に
流
れ
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
西
安
は
隋
の
統
治
ま
で
北
周
が
支
配
し
て
い
た
の
で
、
北
周
か
ら
隋
王
朝
へ
直

接
的
に
書
法
伝
達
が
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
た
だ
、
先
人
の
研
究
成

果
を
鑑
み
る
と
、
墓
誌
銘
の
書
の
み
を
追
う
だ
け
で
は
、
西
安
へ
の
楷
書
の
伝
達
経
路

は
十
分
に
把
握
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
予
想
で
き
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
研
究
で
は
墓
誌
蓋
に
注
目
し
、
そ
の
変
化
が
北
魏
を
端
緒
と
し
て
伝

承
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
検
討
し
、
洛
陽
、
鄴
、
西
安
等
の
間
で
技
法
の
伝
達
が
さ
れ

て
い
た
可
能
性
に
言
及
し
た
い
（
注
３
）
。
墓
誌
蓋
の
文
字
は
篆
書
の
資
料
が
多
い
。

篆
書
の
資
料
は
、
北
朝
か
ら
隋
代
ま
で
一
貫
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
蓋
と

誌
は
同
時
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
墓
誌
と

墓
誌
蓋
の
書
は
書
体
は
異
な
る
も
の
が
多
い
が
、
蓋
書
を
追
う
こ
と
に
よ
り
具
体
的
な

書
法
伝
達
の
中
身
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
注
４
）
。

一

墓
誌
蓋
に
つ
い
て

北
魏
か
ら
隋
の
墓
誌
蓋
は
、
外
形
は
墓
誌
石
と
同
じ
寸
法
の
直
方
体
で
あ
る
。
そ
の

形
は
「
盝
頂
形
」
と
い
う
上
部
が
狭
く
下
部
が
広
い
形
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
「
覆
斗

形
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
注
５
）
。
中
心
部
に
は
図
１
の
よ
う
に
、
篆
書
で
文

字
を
附
す
が
、
こ
れ
ら
の
縦
横
の
文
字
数
は
多
く
が
そ
ろ
え
ら
れ
て
お
り
、
四
文
字
、

九
文
字
、
一
六
文
字
、
二
五
文
字
の
も
の
に
分
類
で
き
る
。
ま
た
、
四
方
に
環
が
埋
め

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
作
製
方
法
は
、
図
２
の
よ
う
に
、
石
に
穴
を
空
け
、

上
部
が
円
形
に
な
っ
て
い
る
棒
の
よ
う
な
も
の
を
入
れ
、
そ
の
穴
に
石
粉
粘
土
を
詰
め

て
固
め
る
と
想
像
さ
れ
る
。
墓
誌
の
原
石
は
「
青
石
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
石
灰

岩
の
こ
と
で
あ
る
。
石
灰
岩
の
粉
末
に
水
分
を
加
え
る
と
、
石
粉
粘
土
に
な
る
。
穴
に

詰
め
た
石
灰
岩
が
固
ま
っ
た
後
、
図
３
の
よ
う
な
直
径
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
環
を
取
り
付

け
る(

こ
の
二
つ
は
最
初
か
ら
溶
接
に
よ
り
一
体
化
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る)

。
こ

の
環
は
通
常
で
は
、
こ
れ
が
附
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
墓
誌
蓋
の
一
文
字
の
大
き

さ
が
決
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
北
魏
か
ら
北
斉
ま
で
は
こ
の
方
法
が
踏
襲
さ
れ

て
い
る
が
、
隋
の
時
期
に
な
る
と
、
蓋
銘
の
文
字
に
こ
の
環
の
楔
が
直
接
に
打
ち
込
ま

れ
る
場
合
も
あ
り
、
必
ず
し
も
蓋
の
装
飾
を
意
識
し
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
も
の
ば
か
り
で

は
な
い
（
図
４
）
。

こ
の
よ
う
な
蓋
を
有
す
る
墓
誌
で
あ
る
が
、
発
掘
報
告
書
や
石
刻
資
料
の
著
録
か
ら

確
認
で
き
る
墓
誌
蓋
に
文
字
を
有
す
る
資
料
を
論
文
末
に
別
表
と
し
て
一
覧
に
し
た
。

図
４
の
よ
う
な
墓
誌
蓋
の
痕
跡
を
確
認
で
き
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
墓
誌
蓋
は

通
常
、
墓
誌
石
の
上
に
重
ね
る
だ
け
で
あ
る
が
、
墓
誌
石
の
四
方
を
削
り
段
差
を
付
け

て
蓋
と
石
を
が
っ
ち
り
と
組
み
合
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
（
図
５
）
。
蓋
が
な
い
と
さ
れ

る
墓
誌
で
も
こ
の
よ
う
な
作
例
は
多
く
あ
り
、
元
々
は
蓋
が
あ
っ
た
が
そ
の
後
遺
失
し

た
と
い
う
資
料
は
相
当
に
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
（
注
６
）
。



唐
代
に
な
る
と
、
墓
誌
蓋
に
環
を
附
す
こ
と
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
墓
誌
石
の
大
き

さ
が
大
型
化
す
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
墓
誌
蓋
の
厚
み
が
そ
れ
ま
で
５
～
６
セ

ン
チ
で
あ
っ
た
も
の
が
、

セ
ン
チ
以
上
（
図
６
）
に
な
り
、
環
に
棒
な
ど
を
差
し
込

10

み
こ
れ
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

1 ─
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二

北
魏
か
ら
北
斉
へ

そ
れ
で
は
、
墓
誌
蓋
の
変
化
を
具
体
的
に
確
認
を
し
た
い
。
北
魏
の
年
号
を
持
つ
盧

子
真
夫
人
李
氏
墓
誌
銘
（
北
魏
・
神
䴥
五
年
九
月
六
日
・
四
三
二
年
）
が
最
も
古
い
資

料
で
あ
る
。
北
魏
の
墓
誌
は
、
洛

陽
遷
都
以
後
の
資
料
が
圧
倒
的
に

多
い
が
、
こ
の
資
料
は
上
海
周
辺

で
出
土
し
て
い
る
と
予
想
さ
れ
（
注

７
）
、
北
魏
の
年
号
を
持
つ
資
料

と
し
て
は
異
質
で
あ
り
、
偽
刻
の

疑
い
も
持
た
れ
る
。

一
方
、
洛
陽
周
辺
で
出
土
し
た

墓
誌
資
料
の
中
で
蓋
を
有
す
る
初

期
資
料
と
し
て
は
表
１
の
よ
う
な

資
料
が
あ
る
。
洛
陽
遷
都
か
ら
数

年
し
て
か
ら
の
作
例
で
あ
る
。

─

─

╙ ™



表
１

墓
誌
蓋
が
見
ら
れ
る
初
期
資
料

墓
主

埋
葬
年
月
日

西
暦

出
土

墓
誌
蓋
の
文
字

趙
謐

景
明
二
年
十
月
二
四
日

五
〇
一

趙
県

無
文
字

寇
臻

正
始
三
年
三
月
二
六
日

五
〇
六

洛
陽

幽
郢
二
州
寇
使
君
墓
誌
蓋

穆
循

永
平
二
年
十
月
九
日

五
〇
九

洛
陽

魏
故
河
南
穆
君
墓
誌
銘

司
馬
悦

永
平
四
年
二
月
一
五
日

五
一
一

洛
陽

墓
誌
蓋

鄯
乾

延
昌
一
年

五
一
二

洛
陽

墓
誌
銘

司
馬
昞

正
光
一
年

五
二
〇

洛
湯

墓
誌
銘

表
１
の
資
料
は
、
洛
陽
で
作
成

さ
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、

こ
の
地
で
発
展
し
て
き
た
形
式
が

蓋
銘
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
、
後
に
作
ら
れ

る
資
料
と
異
な
る
の
は
、
書
か
れ

る
蓋
銘
の
書
体
が
楷
書
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
長
文
の
も
の
で
も
一

行
の
も
の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

北
魏
初
期
の
蓋
銘
の
書
は
、
ほ
ぼ

楷
書
で
書
か
れ
て
い
る
。
図
８
は
、
鄯
乾
墓
誌
蓋
で
あ
る
が
、
正
方
形
型
の
資
料
に
欠

け
が
あ
る
も
の
の
、
中
央
部
分
に
「
墓
誌
銘
」
と
記
載
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
墓
誌
銘
と
蓋
銘
の
書
は
同
じ
楷
書
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
書
風
的
に
共
通

性
が
あ
り
、
墓
誌
蓋
に
文
字
が
刻
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
慣
習
的
に
誌
石
と
蓋

石
は
同
時
に
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

論
文
末
の
一
覧
表
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
墓
誌
蓋
の
附
さ
れ
た
墓
誌
が
盛
ん
に
作

成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
五
二
〇
年
以
降
で
あ
る
。
ま
た
篆
書
の
蓋
銘
で
最
も
古

い
の
は
元
簡
妃
常
氏
墓
誌
蓋
の
四
九
九
年
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
墓
誌
は
蓋
し
か
残
っ

て
お
ら
ず
、
常
氏
の
夫
で
あ
る
元
簡
の
埋
葬
年
が
こ
の
年
で
あ
り
、
夫
婦
同
葬
墓
で
あ

る
こ
と
を
前
提
に
推
定
し
て
い
る
。

─

そ
の
後
の
篆
書
資
料
は
、
図
９
の
李
遵

墓
誌
銘
が
作
成
さ
れ
た
五
二
五
年
に
な

る
。
こ
の
資
料
は
篆
書
を
使
用
し
、
四
方

に
環
が
打
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
後
の

形
と
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
文
字
の
配
置

が
一
行
目
が
六
文
字
、
二
行
目
が
五
文
字
、

三
行
目
が
二
文
字
と
な
っ
て
お
り
、
行
ご

と
の
文
字
数
の
統
一
は
な
い
。

北
魏
の
篆
書
の
墓
誌
蓋
銘
で
最
も
多
い

の
は
、
一
行
三
文
字
、
三
行
構
成
で
あ
る

（
以
下
、
三
行×

三
字
と
省
略
す
る
）
図

は
、
山
西
省
で
五
二
一
年
に
作
成
さ
れ

10た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
楷
書
一

行
で
書
か
れ
た
も
の
が
、
こ
の
時
期
以
降

は
徐
々
に
篆
書
九
文
字
で
書
か
れ
る
も
の

が
増
え
て
く
る
（
注
８
）
。
こ
の
点
か
ら

は
、
蓋
銘
の
定
型
化
は
比
較
的
に
早
く
行

わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
三
行×

三
字
の
変
化
に
つ
い
て

で
あ
る
。
五
二
五
年
頃
か
ら
九
文
字
よ
り

も
多
い
文
字
の
蓋
銘
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
九
文
字
で
は
官
職
と
姓
を
記
載
す
る

の
は
難
し
い
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
高
い
官
位
を
持
つ
人
物
の
墓
誌
銘
に
そ
の
傾
向

が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。

図

は
十
二
文
字
の
蓋
銘
で
あ
る
。
銘
文
に
は
「
魏
故
幽
州
刺
史
貞
簡
辛
侯
墓
銘
」

11

と
書
か
れ
る
が
、
「
幽
州
刺
史
で
あ
る
貞
簡
辛
」
と
い
う
の
み
が
確
認
で
き
る
の
に
対

し
、
図

の
「
大
魏
故
郭
将
軍
之
墓
銘
」
は
「
郭
将
軍
」
と
比
較
す
る
と
、
わ
ず
か
三

10

文
字
分
を
加
え
た
だ
け
で
情
報
量
が
増
加
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
図

の
よ
う

12

に
二
十
五
文
字
の
資
料
に
な
る
と
「
魏
故
寧
朔
将
軍
錬
義
大
夫
龍
驤
将
軍
荊
州
刺
史
広

川
孝
王
墓
誌
銘
」
と
記
さ
れ
、
４
件
の
官
職
と
一
つ
の
王
名
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、

情
報
量
が
格
段
に
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
文
字
数
増
加
の
原
因
だ
ろ
う

─10 3 × 3



と
推
測

さ

れ

る
。次

は

篆
書
の

書
風
に

つ
い
て

で

あ

る
。
五

二
〇
年
代
か
ら
の
墓
誌
蓋
の
中
に
は
骨
格
と
し
て
は

篆
書
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
る
が
点
画
の
装
飾
が
強

く
施
さ
れ
、
一
見
し
て
篆
書
の
形
に
は
見
え
な
い
と

い
う
資
料
が
あ
る
。
図

は
穆
彦
墓
誌
蓋
（
五
二
九
）

13

の
「
墓
」
と
い
う
文
字
で
あ
る
が
、
と
げ
の
よ
う
な

飾
り
が
多
様
さ
れ
る
な
ど
点
画
が
相
当
に
装
飾
さ

れ
、
「
墓
」
と
い
う
文
字
に
判
読
で
き
な
い
よ
う
な

書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
書
風
を
用
い
た
理

由
と
し
て
は
、
埋
葬
物
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
た

め
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
篆
書
変
形
型
の

蓋
銘
は
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
北
朝
の

流
行
と
捉
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
西
林
昭
一
氏
は
こ

の
穆
彦
墓
誌
蓋
を
含
め
、
北
魏
か
ら
唐
代
ま
で
の
三

十
四
件
の
石
刻
資
料
を
挙
げ
て
「
署
書
」
の
代
表
例

と
し
て
い
る
。
署
書
と
は
『
説
文
解
字
』
に
い
う
「
秦

署
八
体
」
の
一
つ
で
あ
る
が
、
『
初
学
記
』
に
「
門

の
題
額
に
用
い
る
書
体
」
と
記
載
さ
れ
る
こ
と
や
、
『
説
文
』
の
注
釈
書
の
記
載
を
検

証
し
て
「
語
義
か
ら
解
釈
し
て
、
単
に
「
題
榜
に
署
す
る
書
」
と
い
う
の
み
で
は
な
く
、

字
体
と
し
て
独
自
の
様
式
を
備
え
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
付
け
て
い

12 5 × 5 ─

11 3 × 4 ─

1314 ─

る
。
ま
た
、
穆
彦
墓
誌
蓋
等
北
魏

以
降
の
資
料
に
つ
い
て
、
「
北
魏

以
後
に
は
、
既
に
署
書
も
鳥
蟲
署

も
明
確
な
区
別
は
な
く
な
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
よ
う

に
、
複
数
の
装
飾
的
な
様
相
が
包

含
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る

（
注
９
）
。
一
方
、
中
国
の
研
究

者
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
の
「
署

書
」
に
関
す
る
研
究
は
少
な
い
こ

と
も
気
に
か
か
る
（
注

）
。

10

次
に
蓋
銘
の
終
筆
部
分
の
変
化

に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
図

は
14

元
湛
夫
人
薛
慧
命
墓
誌
蓋(

五
二

八
年)

で
あ
る
が
、
画
の
終
筆
に
文
字
構
造
と
し
て
は
不
必
要
な
「
撥
ね
」
が
見
ら
れ

る
文
字
が
あ
る
。
「
元
」
の
第
三
画
目
の
左
上
へ
の
撥
ね
が
わ
か
り
や
す
い
が
、
第
一

画
・
第
二
画
の
終
筆
部
分
で
も
小
さ
な
撥
ね
上
げ
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
第
四
画
目
は
通

常
の
用
筆
法
で
も
撥
ね
る
部
分
で
あ
る
が
、
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
の
資
料
は
胡
昭
儀
墓
誌
蓋(

五
二
七)

で
あ
る
。
中
央
部
の
蓋
銘
の
周
辺
に
は

四
神
が
施
さ
れ
、
蓋
石
の
傾
斜
し
て
い
る
部
分
に
は
文
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
忍
冬
紋
か
巻
草
紋
と
思
わ
れ
る
文
様
が
施
さ
れ
て
お
り
、
四
神
と
草
木
の
装
飾
の
形

式
は
、
紋
様
の
あ
る
北
魏
墓
誌
蓋
に
よ
く
見
ら
れ
る
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
（
注

）
。

11

以
上
の
よ
う
に
、
北
魏
の
墓
誌
蓋
に
は
種
々
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ

れ
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
に
な
る
。

①
初
期
の
資
料
で
は
、
楷
書
で
書
く
資
料
が
多
い
。

②
篆
書
を
用
い
三
行×

三
字
で
書
く
こ
と
が
多
い
。

③
行
数
や
字
数
も
異
な
っ
た
資
料
が
あ
る
。

④
文
様
が
附
さ
れ
た
資
料
が
あ
る
。

⑤
変
わ
っ
た
形
の
篆
書
の
文
字
が
あ
る
。

⑥
終
筆
部
分
に
「
撥
ね
」
の
筆
法
が
見
ら
れ
る
文
字
が
あ
る
。

15 ─≈™√



三

北
斉
・
北
周
と
隋
の
資
料

続
い
て
、
北
斉
・
北
周
と
隋
の
資
料
を
確
認
し
た
い
。
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
前

章
で
挙
げ
た
北
魏
の
墓
誌
蓋
の
特
徴
が
北
斉
・
北
周
・
隋
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
ど

う
か
で
あ
る
。
先
に
北
斉
と
隋
の
資
料
を
比
較
し
、
北
魏
の
特
徴
と
同
じ
も
の
が
見
ら

れ
る
か
ど
う
か
確
認
を
し
た
い
。
北
斉
は
鄴
に
、
隋
は
長
安
に
都
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ

の
都
と
は
数
百
キ
ロ
の
距
離
が
あ
る
。
両
者
の
時
間
的
空
間
的
な
差
を
埋
め
る
の
が
、

黄
河
等
の
河
川
や
永
済
渠
・
広
通
渠
等
の
運
河
で
あ
ろ
う
。
水
路
を
利
用
す
る
と
、
例

え
ば
、
西
安
と
渤
海
沿
岸
の
都
市
間
で
あ
っ
て
も
、
墓
誌
石
の
よ
う
な
重
量
物
を
伴
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
数
日
で
の
移
動
は
可
能
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

墓
誌
銘
の
行
数
と
字
数
に
つ
い
て
は
、
図

や
巻
末
資
料
で
示
す
が
、
北
斉
も
隋
も

16

三
行×

三
字
の
も
の
が
最
も
多
い
（
隋
は
、
三
行×

三
字
の
割
合
が
低
下
し
て
い
る
）
。

ま
た
、
三
行×

四
字
の
も
の
、
四
行×

四
字
の
も
の
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
分
類
方
法
を

用
い
る
と
、
新
し
い
形
式
の
墓
誌
蓋
は
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
前
王
朝
ま
で
の
墓
誌
作

成
の
形
式
を
北
斉
・
隋
と
も
に
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

次
に
墓
誌
の
紋
様
で
あ
る
が
、
紋
様
の
あ
る
資
料
の
割
合
は
増
加
し
て
い
る
が
、
四

神
や
花
紋
を
使
用
す
る
も
の
が
多
い
と
い
う
傾
向
は
変
化
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
通
常
の
篆
書
形
と
は
異
な
る
文
字
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
図

に
掲
載
し
た

16

高
顕
国
墓
誌
蓋
の
字
種
は
「
斉
」
字
「
誌
」
字
で
あ
り
、
張
怦
及
妻
東
門
の
は
「
君
」

字
「
銘
」
字
で
あ
る
。
篆
書
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
飾
り
の
部
分
も
あ
り
、
こ
の
技
法

は
北
魏
で
も
見
ら
れ
る
特
徴
を
受
け
継
い
で
い
る
。
た
だ
、
そ
の
左
の
張
海
翼
墓
誌
蓋

と
暴
永
墓
誌
蓋
の
篆
書
に
つ
い
て
は
、
装
飾
の
方
法
が
異
な
り
、
線
質
の
変
化
で
は
な

く
、
字
体
そ
の
も
の
が
変
化
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

最
後
に
、
書
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
終
筆
部
分
に
見
ら
れ
る
文
字
構
造
上
は
不
必
要

な
「
撥
ね
」
で
あ
る
が
、
こ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
北
斉
や
隋
の
資
料
に
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
ご
く
簡
単
な
確
認
で
あ
る
が
、
北
魏
の
墓
誌
蓋
の
字
形
上
の
特
徴
は
北
斉

や
隋
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

続
い
て
、
北
周
の
墓
誌
蓋
に
つ
い
て
特
徴
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
北
周
の
墓
誌
蓋

は
、
「
前
時
代
か
ら
の
文
化
的
な
伝
承
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
少
な
い
独
自
の
技
法
を
有

し
て
い
る
」
と
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
言
い
方
を
変
え
る
と
、
北
魏
・
北
斉
・
隋
と
共
通

す
る
特
徴
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

図

北
斉
・
隋
の
墓
誌
蓋
の
特
徴
（
上
段
が
北
斉
、
下
段
が
隋
）

16北
斉
の
墓
志
蓋

隋
の
墓
志
蓋

狄
湛
（
五
六
四
）

楊
暢
（
五
八
八
）

高
建
（
五
五
五
）

王
士
良
（
五
八
三
）

庫
狄
洛
（
五
六
二
）

李
貴
及
妻
王
氏
（
五
八
三
）



北
斉
の
墓
志
蓋

隋
の
墓
志
蓋

薛
広
（
五
六
三
）

陰
雲
（
五
八
三
）

高
顕
国
（
未
詳
）

張
怦
及
妻
東
門
（
六
〇
七
）

張
海
翼
（
五
六
五
）

暴
永
（
五
八
九
）

元
义
妻
胡
玄
輝
（
五
五
七
）

崔
仲
方
妻
李
麗
（
五
八
五
）

図

北
周
の
墓
誌
蓋
の
特
徴

17
王
光
（
五
六
〇
）

何
標
（
五
六
四

歩
六
孤
須
密
多
（
五
七
二
）

北
周
の
墓
誌
蓋
の
際
立

つ
特
徴
と
し
て
は
、
図
17

の

王

光

墓

誌

蓋

「

上

」

「
公
」
の
よ
う
な
肉
筆
的

な
行
書
の
筆
法
を
石
刻
に

残
し
た
技
法
、
何
標
墓
誌

王
光
（
部
分

）

何
標
（
部
分
）

元
世
緒
（
五
七
一

）

蓋
「
将
」
「
南
」
の
よ
う

な
終
筆
の
「
止
め
」
の
部

分
を
「
払
い
」
に
す
る
技

法
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

三
段
目
は
点
画
の
角
の
部

分
が
丸
く
作
成
さ
れ
て
い

王
光
（
部
分

）

何
標
（
部
分
）

宇
文
瓘
（
五
七
八
）

る
例
で
あ
る
。
点
画
に
曲

線
が
使
用
さ
れ
る
筆
法
に

つ
い
て
は
、
北
周
と
隋
と

の
共
通
性
が
確
認
で
き
る

特
徴
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
北
斉
に
は

こ
の
よ
う
な
曲
線
的
な
資
料
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
北
周
か
ら
の
技
法
が
伝
わ
っ
た

数
少
な
い
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
予
想
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
結
論
的

に
は
、
北
周
の
技
法
は
後
代
に
は
ほ
ぼ
伝
承
せ
ず
、
隋
代
墓
誌
蓋
の
文
字
の
多
く
が
北

魏
が
発
端
と
な
っ
た
技
法
を
受
け
継
い
で
い
る
と
推
察
さ
れ
る
（
注

）
。

12

お
わ
り
に

極
め
て
浅
薄
な
検
討
で
あ
っ
た
が
、
本
論
で
は
、
北
魏
か
ら
北
斉
・
北
周
へ
、
更
に

隋
へ
の
墓
誌
蓋
・
篆
書
の
書
法
伝
達
の
可
能
性
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
を
ま
と

め
る
と
、
以
下
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

一

篆
書
で
書
か
れ
た
墓
誌
蓋
の
銘
文
を
年
代
順
に
追
っ
て
み
る
と
、
北
魏
か
ら

北
斉
に
伝
わ
っ
た
製
作
方
法
の
多
く
が
隋
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



二

北
周
の
墓
誌
蓋
の
製
作
方
法
に
は
北
周
特
有
の
も
の
が
あ
り
、
隋
に
は
伝
わ

っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。

三

（
間
接
的
に
し
か
推
察
で
き
な
い
が
、
）
篆
書
の
墓
誌
蓋
の
書
法
伝
達
か
ら

考
え
る
と
、
前
時
代
ま
で
の
王
朝
文
化
・
技
法
を
す
べ
て
受
け
継
い
だ
の
で

は
な
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

墓
誌
蓋
の
起
源
は
北
魏
で
は
な
い
が
、
北
魏
で
定
形
化
さ
れ
た
形
、
特
に
篆
書
で
書

か
れ
た
資
料
が
北
斉
に
は
伝
わ
り
、
更
に
隋
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
一
方
で
北
斉
と
勢
力

を
争
っ
た
北
周
か
ら
は
あ
ま
り
伝
達
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
墓
誌
蓋
の
作
成

の
伝
承
と
し
て
は
こ
の
三
国
間
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
（
注

）
。

13

ま
た
、
当
時
の
社
会
は
既
に
篆
書
の
時
代
を
脱
し
て
楷
書
・
行
書
の
時
代
に
な
っ
て

い
る
。
篆
書
を
使
用
し
た
目
的
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
篆
書
の
情
報

を
得
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
説
文
篆
文
」
等
と
の
相
違
が
あ
る
の
か
と

い
う
こ
と
も
興
味
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
「
ど
の
よ
う
な
身
分
の
人
々
が
こ
の
墓
誌
蓋

の
文
字
を
書
い
た
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
墓
誌

銘
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
文
章
中
に
書
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
見
ら

れ
、
墓
主
と
墓
誌
銘
の
作
者
の
関
係
が
推
測
で
き
る
場
合
が
あ
る
が
、
北
魏
か
ら
隋
代

ま
で
の
墓
誌
蓋
に
つ
い
て
確
認
を
し
た
と
こ
ろ
、
蓋
銘
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
例
は

一
件
も
記
載
は
な
い
。
ま
た
、
篆
書
と
い
う
楷
書
よ
り
も
特
殊
な
書
体
を
使
い
こ
な
す

に
は
そ
れ
な
り
の
教
養
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
隋
代
で
も
篆
書
の
名
手
が
蓋

銘
を
揮
毫
し
た
と
い
う
例
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
更
に
出
土
す
る
資
料

を
待
ち
、
機
会
が
あ
れ
ば
再
考
し
た
い
（
注

）
。

14

［
注
］

（
１
）
例
え
ば
、
虞
暁
勇
は
「
最
も
代
表
的
で
あ
り
新
時
代
の
気
風
の
あ
る
隋
墓
誌
の
主
要
な

分
布
は
、
政
治
が
盛
ん
で
文
化
が
反
映
す
る
関
中
地
区
に
あ
り
、
斬
新
な
楷
書
の
風
格

は
南
北
の
文
化
の
大
融
合
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
が
、
石
刻
楷
書
の
新
し
い
風
格
を

生
産
し
、
隋
代
の
人
間
の
崇
高
で
文
質
兼
備
な
文
芸
の
宇
宙
観
を
体
現
し
て
い
る
。
」

（
『
隋
代
書
法
史
』
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
、
人
民
美
術
出
社
、
二
〇
一
〇
年
七
月
）
と
指
摘

し
、
周
暁
薇
・
王
其
禕
は
「
隋
の
“
新
体
”

楷
書
の
成
熟
と
完
善
と
は
“
無
魏
法
”
で

あ
り

“
有
唐
風
法
”
で
あ
る
」
（
『
片
石
千
秋

隋
代
墓
誌
銘
与
隋
代
歴
史
文
化
』
一

一
三
頁
、
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
と
指
摘
し
、
張
同
印
は
「
時
間
の
推
移
に
従

い
、
南
北
文
化
交
流
は
日
ご
と
に
盛
ん
に
な
り
、
南
北
の
文
化
の
差
異
は
弱
ま
っ
た
。

南
北
の
書
法
の
融
合
の
程
度
も
日
々
深
ま
り
、
楷
書
の
規
範
の
進
展
は
加
速
し
て
い
る
。
」

（
『
隋
唐
墓
誌
書
蹟
研
究
』
一
五
頁
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
と
指
摘
し
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
南
北
朝
の
文
化
の
混
在
が
新
し
い
楷
書
の
書
風

を
生
み
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
流
入
経
路
を
特
定
し
て
い
る
研
究
成
果
は

少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た
各
論
と
し
て
は
、
宮
大
中
が
「
元
氏
墓
誌
の
結
体
は

ほ
ぼ
斜
勢
を
取
っ
て
お
り
、
用
筆
は
変
化
に
富
む
。
関
中
の
墓
誌
は
穏
秀
端
麗
の
美
が

あ
り
、
楷
書
書
法
が
成
熟
し
て
お
り
、
ま
た
謹
厳
端
荘
な
結
体
な
も
の
も
あ
り
、
こ
れ

ら
は
初
唐
の
欧
陽
詢
一
派
の
楷
法
の
先
駆
で
あ
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
（
『
中

国
書
法
全
集
』
第
三
〇
巻

隋
唐
五
代
墓
誌
、
八
頁
、
榮
寶
齊
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年

一
〇
月
）
。
通
説
的
に
は
こ
れ
ら
に
集
約
さ
れ
る
が
、
国
を
超
え
た
書
法
の
伝
達
に
及
ぶ

研
究
は
少
な
い
。

（
２
）
拙
稿
「
隋
代
に
見
ら
れ
る
隷
書
墓
誌
銘
の
特
徴
と
書
法
伝
達
」
（
『
大
学
書
道
研
究
』
第

九
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）

（
３
）
墓
志
蓋
の
装
飾
に
関
す
る
包
括
的
な
考
察
は
、
朱
寅
生

論
古
代
碑
額
志
蓋
書
法
装
飾
的

形
体
変
流
与
文
化
意
義

（
『
中
国
書
法
』
二
〇
一
八
年
六
期
、
二
六
～
三
六
頁
）
で
確

認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
墓
誌
に
な
ぜ
墓
誌
蓋
を
つ
け
る
の
か
と
い
う
目
的

に
迫
る
研
究
は
少
な
い
が
、
前
述
の
張
同
印
は
「
誌
蓋
の
作
用
は
ほ
ぼ
三
点
に
集
約
さ

れ
る
。
一
つ
は
誌
身
の
上
を
覆
い
誌
文
を
保
護
す
る
作
用
、
二
つ
目
は
誌
蓋
は
盝
頂
式

で
あ
り
上
面
に
文
様
・
家
紋
を
刻
し
、
墓
誌
に
装
飾
美
化
の
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
、

三
つ
目
は
、
誌
蓋
の
上
に
墓
誌
の
標
題
を
刻
し
墓
主
の
姓
氏
身
分
を
一
目
瞭
然
に
す
る

こ
と
」
と
示
し
て
い
る
（
注
一
『
隋
唐
墓
誌
書
蹟
研
究
』
一
六
三
頁
）
。

（
４
）
隋
代
の
墓
誌
資
料
に
お
い
て
篆
書
が
使
用
さ
れ
る
の
は
概
ね
誌
蓋
に
限
定
さ
れ
る
。
王

寧
、
斉
元
涛
氏
に
よ
れ
ば
、
隋
の
墓
誌
資
料
三
三
八
件
の
銘
文
の
中
で
篆
書
が
用
い
ら

れ
る
も
の
は
０
件
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
（
『
隋
唐
五
代
碑
志
楷
書
構
形

系
統
研
究
』
一
〇
八
頁
、
二
〇
〇
七
年
七
月
、
上
海
教
育
出
版
社
）
ま
た
、
篆
書
が
使

用
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
は
少
な
い
。
劉
天
琪
氏
は
「
一
定
の
等
級
身
分

で
あ
る
こ
と
を
冥
界
へ
報
告
す
る
・
・
墓
誌
蓋
の
題
銘
は
名
詞
性
質
的
な
標
志
の
意
味

が
あ
り
、
題
は
書
写
を
重
ん
じ
書
体
・
様
式
の
選
択
も
包
括
す
る
。
」
と
あ
り
（
「
古
代



墓
誌
蓋
」『
題
名
書
刻
』
及
相
関
問
題
、『
中
国
書
法
』
二
〇
一
二
年
三
期
、
一
六
六
頁
）
、

墓
主
が
赴
く
次
の
世
界
と
の
関
連
性
を
重
視
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
５
）
墓
誌
蓋
の
形
が
な
ぜ
「
盝
頂
形
」
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
。
耿
志
強
氏
は
「
東
漢
時
期
の
陰
陽
五
行
思
想
や
経
学
神
学
讖
緯
思
想
の

隆
盛
や
道
教
の
宗
教
体
系
の
形
成
に
よ
り
葬
礼
の
儀
式
が
整
え
ら
れ
、
天
地
四
方
の
穹

窿
頂
墓
室
は
東
漢
・
南
北
朝
か
ら
隋
唐
ま
で
相
当
の
数
量
が
あ
り
、
中
層
社
会
に
使
用

さ
れ
る
墓
葬
建
築
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
・
・
（
中
略
）
・
・
覆
斗
形
墓
志
も
北
朝
、

西
魏
、
北
周
の
定
型
で
あ
り
こ
れ
ら
の
思
想
観
念
の
延
続
の
結
果
で
あ
る
。
覆
斗
形
墓

志
の
形
は
一
つ
の
縮
小
さ
れ
た
穹
窿
頂
墓
室
に
似
て
い
る
。
」
（
「
固
原
北
魏
ー
隋
唐
穹

窿
頂
墓
室
与
覆
斗
形
墓
志
的
関
係
考
述
」
『
寧
夏
社
会
科
学
』
二
〇
一
三
年
第
六
期
、
一

二
八
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
大
胆
な
発
想
で
あ
る
が
、
形
状
が
共
通
す
る
と
い
う
指

摘
は
間
違
い
で
は
な
い
。

（
６
）
墓
誌
蓋
の
外
形
、
形
状
、
蓋
銘
に
つ
い
て
、
総
合
的
に
包
括
的
に
ま
と
め
た
も
の
は
極

め
て
少
な
い
。
蓋
銘
は
数
文
字
か
ら
二
十
五
文
字
ま
で
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
記
載
さ

れ
る
官
職
、
氏
名
に
つ
い
て
も
、
銘
文
に
包
含
さ
れ
る
情
報
で
あ
る
。
銘
文
に
比
べ
て

情
報
量
が
少
な
く
改
め
て
取
り
上
げ
る
必
要
が
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い

る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
書
体
に
つ
い
て
い
え
ば
銘
文
に
は
見
ら
れ
な
い

「
篆
書
」
と
い
う
書
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
書
体
に
は
「
墓
誌
」
等
の
同
字
種

の
文
字
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
筆
跡
の
差
を
把
握
し
篆
書
の
変
化
を
見
渡
す

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
外
形
・
形
状
に
つ
い
て
は
、
文
様
に
関
す
る
美
術

史
的
な
検
討
は
数
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
墓
誌
の
根
底
に
あ
る
儒
教
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
論
述
す
る
の
も
の
は
少
な
い
。
一
方
中
国
の
石
刻
研
究
者
で
あ
る
趙
超
氏
は
そ

の
著
書
『
古
代
墓
誌
通
論
』
に
は
墓
誌
蓋
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
解
説
が
附
さ
れ
て
お

り
、
氏
の
先
見
性
や
視
野
の
広
さ
が
評
価
で
き
る
（
紫
禁
城
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
。

（
７
）
盧
子
真
夫
人
李
氏
墓
誌
銘
は
『
新
中
国
出
土
墓
誌
上
海
・
天
津
』
上
冊
三
頁
・
下
冊
三

頁
（
二
〇
〇
九
年
六
月
、
文
物
出
版
社
）
に
収
録
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
出
土
状
況
等

の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
上
海
周
辺
の
出
土
と
推
定
し
た
第
一
の
理
由
は
、
上
冊
に
「
現

蔵
嘉
定
博
物
館
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
嘉
定
博
物
館
は
現
在
、
上
海
市

嘉
定
区
に
あ
る
博
物
館
で
あ
る
が
、
文
物
保
護
法
に
従
い
、
博
物
館
周
辺
か
ら
出
土
し

た
文
物
を
収
拾
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
下
冊
に
は
陳
垣
『
二
十
史
朔
閏
表
』

を
引
用
し
て
「
南
朝
宋
元
嘉
九
年
當
北
魏
神
䴥
五
年
、
是
年
二
月
丙
子
朔
、
十
六
日
辛

卯
。
」
と
し
て
南
朝
宋
代
の
暦
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
資
料
は
、
北

魏
の
年
号
を
持
ち
な
が
ら
何
ら
か
の
理
由
で
南
朝
領
域
、
具
体
的
に
は
上
海
周
辺
で
作

製
さ
れ
た
資
料
と
推
測
し
て
い
る
。

（
８
）
個
々
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
論
文
末
の
別
表
に
掲
載
し
た
。
例
え
ば
、
北
魏
時
期
に
作

製
さ
れ
た
墓
誌
蓋
は
六
五
例
あ
る
が
、
こ
の
中
で

例
（

％
）
が
三
行×

三
字
、
九
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文
字
の
篆
書
で
書
か
れ
て
い
る
。
初
期
の
も
の
を
除
く
と
割
合
は
更
に
高
く
な
る
。

（
９
）
西
林
昭
一
「
署
書
考
」
（
書
写
書
道
史
学
会
『
第
四
回
国
際
初
学
研
究
大
会
記
念
論
文
集

国
際
書
学
研
究
／
二
〇
〇
〇
』
六
～
一
六
頁
、
萱
原
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）
。
ま
た
、

こ
れ
を
元
に
図
版
等
を
追
加
さ
せ
て
ま
と
め
直
し
た
も
の
に
、
西
林
昭
一
『
行
々
而
書

ゆ
き
ゆ
き
て
書
』
（
二
〇
〇
九
年
六
月
、
柳
原
出
版
）
が
あ
る
。
本
文
で
詳
細
を
記
載
す

る
こ
と
は
割
愛
し
た
が
、
氏
の
考
察
の
ス
タ
ー
ト
は
、
河
南
省
唐
河
県
新
店
村
出
土
の

「
孺
久
墓
題
記
」
と
い
う
漢
代
石
刻
で
あ
る
。
「
鬱
平
大
尹
馮
君
孺
久
中
大
門
」
と
刻
さ

れ
る
こ
の
題
記
の
特
徴
と
し
て
、
①
篆
書
で
あ
る
が
秦
の
小
篆
と
は
異
な
る
、
②
書
法

は
古
隷
に
根
ざ
し
て
い
る
、
③
字
体
と
し
て
は
独
自
の
様
式
を
備
え
て
い
る
と
い
う
点

を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
北
朝
や
隋
唐
の
資
料
に
も
署
書
の
石
刻
例
を
見
か
け
る
と
し

て
い
る
。「
署
書
考
」
の
中
で
挙
げ
て
い
る
三
四
件
中
、
北
朝
墓
誌
蓋
の
資
料
と
し
て
は
、

楊
乾
（
北
魏
・
孝
昌
二
年
・
五
二
六
年
）
、
胡
昭
儀
明
相
（
孝
昌
三
年
・
五
二
七
年
）
、

元
湛
妻
薛
慧
命
（
武
泰
元
年
・
五
二
八
年
）
、
穆
彦
（
永
安
二
年
・
五
二
九
）
、
裴
良
（
北

斉
・
武
平
二
年
・
五
七
一
年
）
の
五
例
が
あ
る
。
ま
た
、
石
刻
立
碑
資
料
に
つ
い
て
は
、

韓
弩
真
妻
王
億
変
碑
額
（
興
安
三
年
・
四
五
四
）
、
皇
帝
南
巡
碑
額
（
和
平
三
年
・
四
六

一
年
）
、
元
淑
及
妻
呂
氏
墓
誌
碑
額
（
武
泰
元
年
・
五
二
八
年
）
等
を
挙
げ
、
図
版
を
掲

載
し
て
い
る
。
こ
の
知
見
は
他
書
に
も
見
ら
れ
、
資
料
的
に
は
重
複
す
る
が
、
例
え
ば
、

図

の
胡
昭
儀
墓
誌
蓋
に
つ
い
て
「
篆
書
を
ベ
ー
ス
と
す
る
署
書
体
」
で
あ
る
と
す
る

15
な
ど
「
署
書
」
の
例
と
し
て
墓
誌
資
料
を
挙
げ
て
い
る
（
『
書
の
文
化
史

中
』
一
一
七

頁
、
一
九
九
七
年
六
月
、
二
玄
社
）
。
同
様
に
、
地
上
に
建
設
さ
れ
る
記
念
碑
の
題
額
や

造
像
題
に
刻
ま
れ
る
篆
書
系
の
文
字
も
「
署
書
」
あ
る
い
は
「
署
書
系
」
と
し
て
い
る
。

太
武
帝
東
巡
碑
（
北
魏
・
太
延
三
年
・
四
三
七
年
）
、
松
滋
公
温
泉
頌
（
北
魏
・
延
昌
年

間
・
五
一
二
～
五
一
五
年
）
、
天
保
五
年
造
像
記
（
北
斉
・
天
保
五
年
・
五
五
四
年
）
が

そ
の
一
例
で
あ
る
（
前
掲
書
三
五
、
一
二
一
、
一
三
二
頁
）
。
署
書
を
用
い
て
書
か
れ
た



石
刻
例
は
、
北
朝
の
場
合
、
墓
誌
蓋
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
様
式
の
石
刻
資
料
に
も
見

る
こ
と
が
で
き
、
西
林
氏
の
抽
出
か
ら
は
、
こ
の
書
き
方
が
中
国
の
北
朝
領
域
で
長
年

に
わ
た
っ
て
培
わ
れ
た
書
風
で
あ
り
、
墓
誌
銘
に
特
有
の
書
風
で
は
な
い
と
い
う
位
置

付
け
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（

）
中
国
の
研
究
者
に
よ
る
署
書
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
究
は
張
嘯
東
「
従
湖
南
郴
州
蘇
仙
橋

10

Ｊ

・

西
晋
、
三
国
呉
簡
看
魏
晋
三
国
孫
呉
簡
牘
的
署
書
書
体
」
（
河
南
省
芸
術
研

10
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究
院
『
東
方
芸
術
』
二
〇
〇
九
年
第
二
十
期
）
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
ま
た
秦
書
八
体

に
関
す
る
研
究
は
、
徐
学
標
・
于
茂
陽
「
秦
署
八
体
弁
謬
」
（
河
北
省
群
衆
芸
術
館
『
大

衆
文
芸
』
二
〇
一
二
年
第
五
期
）
、
薛
珠
峰
・
楊
二
斌
「
秦
書
八
体
名
実
小
考
」
（
『
中

国
書
法
』
二
〇
一
四
年
第
五
期
）
、
徐
学
標
「
秦
書
八
体
総
論
」
（
『
中
国
書
法
』
二
〇

一
七
年
二
十
期
）
の
三
例
で
あ
る
。
中
国
国
内
で
の
研
究
成
果
に
は
、
例
え
ば
、
朱
寅

生

論
古
代
碑
額
志
蓋
書
法
装
飾
的
形
体
流
変
与
文
化
意
義

（
『
中
国
書
法
』
二
〇
一
八

年
六
期
、
総
三
三
二
期
）
が
あ
る
が
、
こ
の
中
で
は
こ
の
よ
う
な
墓
誌
蓋
の
書
は
、
「
蓋

篆
の
常
式
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
墓
誌
蓋
の
篆
書
体
に
は
、
通
常
の

も
の
、
署
書
体
・
署
書
系
の
も
の
、
蟲
署
体
・
蟲
書
系
の
も
の
の
三
類
が
混
在
し
て
い

る
可
能
性
も
あ
る
。
西
林
氏
が
指
摘
す
る
「
明
確
な
区
別
が
な
く
な
っ
て
い
た
」
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
更
に
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（

）
周
暁
薇
・
王
其
禕
は
注
一
の
書
で
「
南
北
朝
墓
誌
石
に
は
既
に
た
く
さ
ん
の
図
案
紋
飾
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が
あ
る
が
、
主
要
な
表
現
は
祥
雲
、
瑞
獣
、
四
神
、
十
二
辰
獣
、
蓮
花
、
蔓
草
、
連
珠

な
ど
の
装
飾
類
別
が
あ
る
。
・
・
中
略
・
・
隋
代
墓
誌
の
石
紋
飾
中
に
刻
す
る
も
の
は
山

水
、
花
卉
、
巻
草
で
あ
る
」
（
一
四
七
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
お
り
、
文
様
の
パ
タ
ー
ン
は
あ

ま
り
変
化
が
な
い
。
ま
た
、
孫
蘭
青
氏
は
、
墓
誌
の
紋
飾
は
、
道
教
題
材
、
仏
教
題
材
、

祅
教
題
材
の
三
種
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
儒
教
以
外
の
宗
教
的
な
色
彩
が
強
い

こ
と
に
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
「
北
朝
墓
志
形
制
及
紋
飾
研
究
」
『
大
衆
文
芸
』
二

〇
一
四
年
一
九
期
、
一
三
一
～
一
三
二
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
北
魏
・
北
斉
と
北
周
の
墓
誌
蓋
の
差
異
と
し
て
は
、
彫
刻
の
浅
深
が
挙
げ
ら
れ
る
。
北
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朝
の
墓
誌
資
料
を
す
べ
て
確
認
し
て
は
い
な
い
が
、
概
略
的
に
は
北
魏
・
北
斉
の
墓
誌

蓋
の
彫
刻
は
や
や
深
く
、
北
周
の
資
料
は
浅
い
。
墓
誌
蓋
の
浅
深
に
関
す
る
先
行
研
究

は
見
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
十
分
な
デ
ー
タ
が
な
く
、
基
準
設
定
が
立
て
ら
れ
な
い
。
一

方
の
墓
誌
銘
の
彫
刻
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
研
究
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
季
振
涛
氏
は

魏

墓
誌
中
、
侯
剛
、
常
季
繁
の
二
誌
は
書
写
さ
れ
る
文
字
が
名
家
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
全
石
の
四
分
の
一
に
あ
た
る
左
上
角
の
一
部
分
は
、
そ
の
他
の
四
分
の
三
の
部
分

と
異
な
り
、
字
迹
の
優
劣
は
実
に
天
譲
の
別
が
あ
る
（
天
と
地
ほ
ど
の
差
が
あ
る
）
。

（
「
刻
工
対
北
朝
石
刻
文
字
風
格
的
影
響
」
『
晋
城
職
業
技
術
学
院
学
報
』
二
〇
一
一
年

第
四
巻
第
一
期
、
八
九
頁
）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
資
料
の
彫
刻
の
差
異
ま
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
蓋
と
銘
の
検
討
に
つ
い
て
も
差
が
大
き
い
。

（

）
巻
末
に
は
別
表
と
し
て
本
論
で
検
討
の
対
象
と
し
た
墓
誌
蓋
の
中
で
、
文
字
が
書
か
れ
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て
い
る
も
の
を
一
覧
に
し
た
。
本
論
で
取
り
上
げ
た
資
料
の
作
製
年
等
の
基
本
的
な
デ

ー
タ
は
こ
れ
に
掲
載
し
た
。
こ
れ
ら
か
ら
は
当
時
の
墓
誌
蓋
の
作
製
に
つ
い
て
の
様
々

な
傾
向
が
見
え
て
く
る
。
な
お
、
枚
数
制
限
の
都
合
、
隋
墓
誌
蓋
の
部
分
は
割
愛
し
た
。

（

）
学
会
発
表
で
は
、
北
朝
の
地
上
碑
等
の
墓
誌
蓋
以
外
の
篆
書
資
料
に
つ
い
て
質
問
を
頂
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い
た
。
注
９
で
西
林
昭
一
氏
の
論
考
を
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
「
署
書
」
に
分
類
さ
れ
る

篆
書
系
の
資
料
は
立
碑
形
式
の
地
上
の
碑
文
資
料
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
題

額
に
篆
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
論
は
墓
誌
蓋
の
資
料
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
が
、
ま

た
、
署
書
に
分
類
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
篆
書
で
書
か
れ
る
地
上
碑
は
、
北

魏
以
降
の
北
朝
の
石
刻
資
料
で
は
、
例
え
ば
中
岳
嵩
高
霊
廟
碑
（
北
魏
・
太
安
二
年
・

四
五
六
）
、
霍
揚
碑
（
北
魏
・
景
明
五
年
・
五
〇
四
）
、
高
慶
碑
（
北
魏
・
正
始
五
年
・

五
〇
八
年
）
、
高
貞
碑
（
北
魏
・
正
始
四
年
・
五
二
三
年
）
、
高
盛
碑
（
東
魏
・
天
平
三

年
・
五
三
六
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
少
数
で
は
あ
る
が
造
像
題
記
に
も
、

篆
書
を
用
い
て
書
か
れ
て
い
る
作
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
確
か
に
篆
書
で
書
か
れ

お
り
、
ま
た
本
文
の
文
字
数
も
多
い
大
型
の
著
名
な
石
刻
で
あ
る
が
、
別
表
を
見
る
と

わ
か
る
通
り
、
件
数
と
し
て
は
墓
誌
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
資
料
あ

た
り
の
篆
書
の
文
字
数
も
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
。
地
上
碑
を
改
め
て
確
認
を
し
た

が
、
ど
れ
も
個
性
的
な
表
現
が
な
さ
れ
「
一
碑
一
面
貌
」
的
な
表
現
は
な
さ
れ
て
い
る

が
、
ベ
ー
ス
と
な
る
の
は
篆
書
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
く
、
北
朝
石
刻
の
特
徴
と
し

て
は
、
墓
誌
蓋
の
も
の
と
大
き
な
差
異
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金

基
盤
研
究
（
Ｃ
）
一
般
「
中
世
石
刻
資
料
か
ら
見
る
水

運
と
埋
葬
の
連
鎖
」
（
課
題
番
号
：16K

02239

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
論
考
を

作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
多
く
の
先
生
方
に
ご
指
導
・
ご
助
言
を
頂
い
た
。
深
く
感
謝
し
た
い
。


